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１　計画の改定における背景
　　平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、約26万棟の家屋が全半壊　

　し、6,400余名の貴重な命が失われました。このうち約4,800名は、建築物の倒
　壊等により亡くなっており､倒壊した建築物の多くは、昭和56年以前に建築され
　たいわゆる旧耐震基準の建築物です。  
　　このことから、地震による人的被害を減少させるためには、建築物を壊れな
　いようにする「耐震化」が非常に重要であると言えます。同年12月25日には、
　こうした被害状況を踏まえ、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、
　「耐震改修促進法」という。）」が施行され、以後、建築物の耐震化がより積
　極的に図られるようになりました。

　　近年では東日本大震災、熊本地震、大阪府北部地震及び能登半島地震などの
　大規模地震が頻発しており、特に平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」
　は、津波によって数多くの尊い人命を一瞬にして奪い去った大災害として記憶
　に新しいところです。

　　阿波市においても、太平洋沖合の南海トラフ沿いで発生する「南海トラフ巨
　大地震」や中央構造線活断層帯で発生する「直下型地震」による被害が想定さ　

　れており、住宅や公共建築物の耐震性を高め、住民の命や災害対策拠点を守る
　ことが喫緊の課題となっています。

　　そのため阿波市では、平成20年3月に策定した耐震改修促進計画の内容を見直
　し（以下、「本計画」という。）、さらなる耐震化の促進を図ってまいります。

　【耐震改修計画促進法及び耐震改修促進計画の変遷】
　　●平成7年12月
　　　建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）が施行
　　　・多数の者が利用する建築物（特定建築物）の耐震診断及び耐震改修の努力義務
　　●平成18年1月
　　　耐震改修促進法が改正
　　　・旧法の特定建築物規模要件の引き下げ
　　　・道路を閉塞させる恐れのある住宅・建築物が指導の対象に追加
　　　建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針が策定
　　　・具体的な耐震化の目標が規定
　　●平成19年3月
　　　徳島県耐震改修促進計画が策定
　　●平成20年3月
　　　阿波市耐震改修促進計画を策定
　　●平成25年11月
　　　耐震改修促進法が改正
　　　・不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物等の耐震診断が義務化
　　●平成26年3月
　　　阿波市耐震改修促進計画を改定
　　●令和元年5月
　　　阿波市耐震改修促進計画を改定
　  ●令和8年７月
　　　阿波市耐震改修促進計画を改定

１

第１章　計画の基本方針



２　計画の目的

　　本計画は、阿波市における建築物の耐震化率を向上し、地震時における人的・
　建築物被害を以下の3点から軽減することを目的としたものです。

（１）建築物の倒壊による犠牲者・財産の損失の減少
　　　平成7年1月に発生した阪
　　神・淡路大震災において多
　　数の犠牲者を出す最大の要
　　因となったのが、昭和56年
　　以前に建築されたいわゆる
　　旧耐震基準の建築物（既存

　　不適格建築物）の倒壊によ
　　る圧死です。
　　　建築物の耐震性の向上は、
　　人命を確保するうえで非常
　　に重要な対策となります。
　　　また、建築物の耐震化は
　　財産を守る上でも重要です。
　　阪神・淡路大震災では、旧
　　耐震基準の住宅における中
　　破以上の被害は63.5％にのぼり、これらの住宅については被災後の使用が難し　
　　いものとなりました。先行投資によって、建築物の損失を最小限に留めること

　　が重要です。

「平成18年版 防災白書」内閣府編より
図1　阪神・淡路大震災における犠牲者（神戸市内）の死因
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「平成7年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告」より
図2　建築年別の住宅の被害状況
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（２）人材・物資の輸送や避難に重要な道路の確保
　　　地震の際には、救助・救急・消火活動等を迅速に行うことや、被災者に救援
　　物資を供給することが急務となります。
　　　しかし、沿道の建築物が倒壊し、人材・物資の輸送や避難に重要な道路が閉　
　　塞した場合、そうした活動に支障が生じることになります。

　　　沿道の建築物の耐震性を向上し、上述した活動が迅速に行われるようにする
　　ことは、住民の命と財産を守るとともに、地域の復旧・復興作業において非常
　　に重要となります。

（３）地震時に重要な機能を果たす建築物の確保
　　　地震時には、災害対策拠点等となる建築物を中心に、災害応急活動が行われ
　　ます。
　　　そのため、災害対策拠点等が健全に機能するよう、耐震性を向上しておく必　

　　要があります。具体的には、①指揮・情報伝達施設、②医療救護施設、③避難
　　所指定施設、④災害時要配慮者が利用する施設、⑤災害応急対策活動を支援す
　　る施設、⑥多数の市民が利用する施設が挙げられます。

※住宅の耐震基準について
　住宅を建てる際の耐震基準は、建築基準法において規定されています。耐震
基準が大きく変わったのは、1978年の宮城県沖地震の後の1981年（昭和56年）
の改正で、この改正により、耐震性能を確保するために必要とされる耐力壁の
量が大幅に増加しました。

この結果、この改正の前後では、建てられた住宅の耐震性能に大きな差があり、
昭和56年以前の耐震性能を旧耐震基準、昭和57年以降の耐震性能を新耐震基準
と呼び、区別しています。

　本計画では、旧耐震基準の建築物における耐震性能を向上することを主な目
的としています。
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図3　建築基準法と住宅の耐震性能の関係
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３　計画の期間

　　阿波市では、5年ごとに耐震化の進捗率の把握と目標値の更新を実施するものと
　し、必要に応じて本計画を見直すものとします。

４　計画の位置づけ

　　本計画は下図に示すとおり、耐震改修促進法の改正を受けて改定するものであ
　り、防災基本計画による阿波市地域防災計画や、上位計画となる徳島県耐震改修
　促進計画などと連携するものとして位置付けられます。

「徳島県耐震化促進計画」参考
図4　本計画の位置づけ
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　　なお、図示した以外にも、災害対策基本法をはじめとする次の関係法律によっ
　て災害対策が推進されています。

 
【基本法関係】
　　1.　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）
　　2.　大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）

　　3.　地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の
　　　特別措置に関する法律（昭和55年法律第63号）
　　4.  地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）
    5.  原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）

    6.  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
      （平成14年法律第92号）
    7.  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特  
      別措置法（平成16年法律第27号）
    8.  石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）

    9.  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号） 
 
【災害予防関係】
    1.  河川法（昭和39年法律第167号）
    2.  特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）
    3.  海岸法（昭和31年法律第101号）
    4.  砂防法（明治30年法律第29号）
    5.  地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）
    6.  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）
    7.  森林法（昭和26年法律第249号）
    8.  特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和27年法律第96号）

    9.  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
      （平成12年法律第57号）
   10.  活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）
   11.  豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）

   12.  台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法
      （昭和33年法律第72号）
   13.  建築基準法（昭和25年法律第201号）
   14.  建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）

   15.  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
      （平成９年法律第49号）
   16.  気象業務法（昭和27年法律第165号）
   17.  津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）

 
【災害応急対策関係】
    1.  消防法（昭和23年法律第186号）
    2.  水防法（昭和24年法律第193号）

    3.  災害救助法（昭和22年法律第118号）
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【災害復旧・復興，財政金融措置関係】
    1.  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
      （昭和37年法律第150号）
    2.  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法  
      律（昭和47年法律第132号）
    3.  公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）

    4.  農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
      （昭和25年法律第169号）
    5.  公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和28年法律第247号）
    6.  公営住宅法（昭和26年法律第193号）

    7.  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
      （昭和30年法律第136号）
    8.  鉄道軌道整備法（昭和28年法律第169号）
    9.  空港整備法（昭和31年法律第80号）
   10.  被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）
   11.  被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（平成７年法律第43号）
   12.  特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する  
      法律（平成8年法律第85号）
   13.  被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）
   14.  農林漁業金融公庫法（昭和27年法律第355号）
   15.  農業災害補償法（昭和22年法律第185号）
   16.  森林国営保険法（昭和12年法律第25号）
   17.  漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）
   18.  漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）
   19.  中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）
   20.  小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和31年法律第115号）
   21.  住宅金融公庫法（昭和25年法律第156号）
   22.  地震保険に関する法律（昭和41年法律第73号）
   23.  災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）

 
【組織関係】
    1.  消防組織法（昭和22年法律第226号）
    2.  海上保安庁法（昭和23年法律第28号）
    3.  警察法（昭和29年法律第162号）
    4.  自衛隊法（昭和29年法律第165号）
    5.  日本赤十字社法（昭和27年法律第305号）
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第２章　想定される地震の規模と被害の状況

１　中央構造線活断層地震

（１）概　要

　　　讃岐山脈の南縁部を東西に「中央構造線(活断層)」があり、過去16世紀に

　　その活動の記録がされている。

　　  また、今後30年以内のＭ7.7クラスの地震の発生確率は1％以下と想定され

　　ている。

（２）阿波市の震度

　　  ６弱～７の激しい揺れが想定されている。

（３）阿波市の液状化危険度

　 　 平地部で危険度が「極めて高い」、一部で「高い」と想定されている。

２　南海トラフ巨大地震

（１）概　要

　　　静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く深さ4,000ｍ級の「南海トラフ」と

    呼ばれる海底の溝で、過去90年から150年の間隔で発生する地震で、最大でＭ

　　9.1の地震が、今後30年以内の発生確率が60～90％と想定されている。　  

（２）阿波市の震度

　  　６弱～６強の強い揺れが想定されている。

（３）阿波市の液状化危険度

　　　平地部で危険度が「低い」～「高い」と想定されている。

３　震度分布の比較

　
中央構造線活断層地震 南海トラフ巨大地震

７

震度階級
　震度７　
震度６強
震度６弱
震度５強
震度４弱

　震度４ 図5　震度分布の比較

出典：徳島県地震被害想定



１４　液状化危険度の比較

５　被害想定（徳島県被害想定による。）

（１）建物全壊・焼失棟数一覧表

 　　

（２）建物半壊棟数一覧表

　　 

（３）死者数一覧表

　　

　　　　 　　　　　　　　　　　

中央構造線活断層地震 南海トラフ巨大地震

区　分 揺れ 液状化 急傾斜地
火　災

（冬深夜)
合　計

中央構造線
活断層地震

2,800棟 30棟 若干数 10棟 2,800棟

南海トラフ

巨大地震
1,200棟 10棟 10棟 10棟 1,200棟

区　分 揺れ 液状化
(大規模半壊を含む。)

急傾斜地 火　災 合　計

中央構造線
活断層地震

3,800棟 690棟 若干数 － 4,500棟

南海トラフ

巨大地震
2,900棟 20棟 10棟 － 2,900棟

区　分
揺れ

(冬深夜)

急傾斜地

(冬深夜)

火　災

(冬深夜)

ブロック塀・
自動販売機
転倒、落下
物（冬18時）

合　計

中央構造線
活断層地震

180人 若干数 若干数 若干数 180人

南海トラフ

巨大地震
80人 若干数 若干数 0 80人

８

図6　液状化危険度の比較

出典：徳島県地震被害想定

液状化危険度
　　危険度が極めて高い
　　危険度高い
　　危険度は低い　
　　危険度はかなり低い



（４）負傷者数一覧表

（５）ライフライン被害

　　ア　上水道（冬18時）

　　　 

　　イ　下水道（農業集落排水施設）（冬18時）

 　 ウ　電　力（冬18時）

　　　 

　　

区　分
揺れ

(冬深夜)

急傾斜地

(冬深夜)

火　災

(冬深夜)

ブロック塀・
自動販売機
転倒、落下
物（冬深夜）

合　計

中央構造線
活断層地震

1,100人 若干数 若干数 ０人 1,100人

南海トラフ

巨大地震
720人 若干数 若干数 ０人 720人

区　分
給水

人口
（人）

復旧対
象給水
人口
（人）

直　後 １日後 １週間後 １ヶ月後

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

中央構造線
活断層地震

38,50038,400 9737,100 8030,700 6023,000 12 4,600

南海トラフ

巨大地震
32,80032,800 8728,700 5919,400 3411,100 7 2,100

区　分
給水

人口
（人）

復旧対
象給水
人口
（人）

直　後 １日後 １週間後 １ヶ月後

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

断水率

（％）

断水

人口
（人）

中央構造線
活断層地震

1,850 1,850

南海トラフ

巨大地震

区　分 電灯軒数
復旧対象

電灯軒数

直　後 １日後
停電率
（％）

停電軒数 停電率（％） 停電軒数

中央構造線
活断層地震

18,200 18,100 100 18,100 67 12,200

南海トラフ

巨大地震
19,300 19,300 100 19,300 53 10,300

南海トラフ巨大地震と同程度

９



    エ  電　話（冬18時）

　　（ア）固定電話・インターネット

    （イ）携帯電話

　　　  　東日本大震災では、発災直後は基地局等の倒壊・流失などによる停波  

        基地局が相当数発生し、1日後にはバッテリ－や自家用発電機の念利用

        等の枯渇により停波する基地局がさらに増加した。

　　　　　その後、電力の復旧や各事業者の迅速な復旧作業により、1ヶ月半程

        度で、一部のエリアを除き、復旧されたところである。　 

    オ  ＬＰガス

　　　　東日本大震災の被災三県におけるＬＰガスの復旧状況については、大規

      模な余震が発生し、その都度点検を実施して供給を再開しなければならな

      い状況が繰り返されたが、3月11日に発生した大地震に対する復旧は概

      ね4月上旬、全体の復旧は4月21日である。

        発災当日は、ガスボンベ等の安全装置によって、自動的にほぼ全ての世

      帯において、供給が一旦止まったとみられ、その後順次点検を実施しなが

      ら供給が再開された。

      　徳島県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、発災直後におい

      ては、ガスボンベ等の安全装置により、自動的にほぼ全ての世帯において      　

　　　供給が一旦停止し、その後、順次点検を実施したところから供給が開始さ

      れるが、大きな揺れと津波によるＬＰガス基地・充填所等の被災、輸送力

      不足、点検作業を実施する事業者の被災などから、全ての復旧対象世帯に

      おいて供給かぜ開始されるには1ヶ月程度を要すると想定される。

　　　

区　分 回線数
復旧対象

回線軒数

直　後 １日後
不通率

（％）

不通

回線数

不通率

（％）

不通

回線数

中央構造線
活断層地震

12,600 12,600 100 12,600 67 8,500

南海トラフ

巨大地震
3,600 3,600 100 3,600 53 1,900
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　  カ　生活支障等

　  （ア）避難者（冬18時）

　　　 

　　

　　（イ）帰宅困難者（日中）

    （ウ）医療機能

    （エ）災害廃棄物（冬18時）

　　　 

            

　　（オ）住機能（冬18時）

　

　　

区　分
人口
（人）

警報解除後当日 １週間後 １ヶ月後
避難所
生活者

数　

避難所
外生活
者数

避難者
数合計

避難所
生活者

数

避難所
外生活
者数

避難者
数合計

避難所
生活者

数

避難所
外生活
者数

避難者
数合計

中央構造線
活断層地震

39,247 5,200 3,500 8,700 6,700 6,700 13,300 3,600 8,400 12,000

南海トラフ

巨大地震
31,906 3,300 2,200 5,500 3,800 3,800 7,500 2,100 4,800 6,900

区　分 帰宅困難者数

中央構造線
活断層地震

1,400人～1,900人

南海トラフ

巨大地震
1,600人

区　分
入院需要

重傷者 死者の１割 要転院患者数 合　計
中央構造線
活断層地震

180人 10人 40人 230人

南海トラフ

巨大地震
120人 10人 30人 160人

区　分
重量換算（万トン） 堆積換算（万トン）

災害廃棄物 災害廃棄物
中央構造線
活断層地震

60 60

南海トラフ

巨大地震
12 22

区　分 全戸数 必要応急仮設住宅戸数

中央構造線
活断層地震

13,200 1,200

南海トラフ

巨大地震
13,000 510
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　　（カ）要配慮者（冬18時）

　　　 

    （キ）孤立集落

　　　 

    （ク）エレベ－タ－閉じ込め

　　　 

区　分 孤立の可能性のある集落数 孤立集落数

中央構造線
活断層地震

16 13

南海トラフ

巨大地震
16 0

区　分
避難所

生活者数
（１週間後）

避難所生活者のうち要配慮者数
65歳以
上高齢
単身者

5歳未満
乳幼児

身体障
がい者

知的障
がい者

要介護認定者
（要支援者除く）

難病患者 妊産婦 外国人

中央構造線
活断層地震

6,700 220 220 380 70 310 60 40 50

南海トラフ

巨大地震
4,700 160 150 270 50 220 40 30 40

区　分 エレベ－タ－数
閉じ込め可能性のある台数

安全装置作動 揺れによる故障 停　電 合　計
中央構造線
活断層地震

40 若干数 若干数 若干数 10

南海トラフ

巨大地震
50 若干数 若干数 10 10
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第３章　建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

１　概　要
（１）住宅における耐震化の現状及び目標設定
　　　現状：令和5年度末時点で、耐震化率は81.9％となります。

　　　目標：令和10年度末までに耐震化率100％を目標とし、倒壊の恐れのある住
　　　　　　宅の耐震化に取り組みます。

 
（２）特定建築物における耐震化の現状及び目標設定

　　　現状：令和7年度末時点で、特定建築物は101棟あり、そのうち耐震性があ
　　　　　　る建築物は87棟で、耐震化率は86.1％となります。

　　　目標：所有者・管理者に対して耐震改修を促し、早急な耐震化を目指しま
　　　　　　す。

　　　　注）阿波市耐震改修促進計画における特定建築物とは次のものをいう。

　　　　　　  表3-4に示す建築用途で延床面積が1,000㎡以上かつ3階以上の建築物。

　　　　      ただし、体育館（一般の用に供されるもの）は、延床面積が1,000㎡以上かつ1階
              建て以上の建築物となり、老人ホーム、老人福祉施設、学校等は、延床面積が
              1,000㎡以上かつ2階以上の建築物、幼稚園・保育所は延床面積が500㎡以上かつ2
              階以上の建築物。

　　　　      また、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、面積・階数
              の規定なし。

　　　　      沿道建築物は、緊急輸送道路及び避難路における道路を閉塞する恐れのある建築
              物（図3-1）。

 
（３）防災上重要な市有施設における耐震化の現状及び目標設定
　　　現状：防災上重要な市有施設は50施設50棟で、令和7年度末に耐震化率
      100％を達成しました。今後は適切な維持管理により、災害時に本来の機能

      を発揮できるよう努めます。

建物用途 棟　数
左うち耐震性あり

耐震化率
1981年以前 1982年以降 小　計

住　宅 11,810 1,911 7,763 9,674 81.9％

特定建築物 101 30 57 87 86.1％

施設（防災拠点等） 50 10 40 50 100.0％

表１　住宅・特定建築物・施設の現状
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２　住宅における耐震化の現状及び目標設定

（１）現　状
　　　令和5年住宅・土地統計調査において、阿波市内の住宅は、全部で11,810棟

　　となります。そのうち、戸建て住宅は10,750棟、戸建て以外（共同住宅等）
　　は1,060棟です。
　　　これらの住宅において、耐震性がないとされる住宅は、戸建て住宅で1,991

　　棟、戸建て以外（共同住宅等）は145棟となります。
　　　すなわち阿波市における住宅の耐震化率は81.9％であり、残りの19.1％の
　　住宅は耐震性がないということになります。

（２）目　標

　　　阿波市では、住宅耐震化の緊急性に鑑み、令和10年度末までに耐震化率を
　　 100％とすることを目標とします。
      なかでも、特に倒壊の危険性の高い古い木造住宅の耐震化に取り組みます。

　　

区　分
昭和57年
（1982年）

以降の住宅①

昭和56年
（1981年）

以前の住宅② 住宅数④

（①＋②）

耐震性有
住宅数⑤

（①＋③）

耐震化率

（⑤/④）
うち耐震性なし

うち耐震性あり③

戸建て 7,255

3,495

10,750 8,759 81.5％1,991

1,504

戸建て
以外

508

552

1,060 915 86.3％145

407

合　計 7,763

5,486

11,810 9,674 81.9％2,136

1,911

表２　住宅における耐震化の現状と目標
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３　特定建築物における耐震化の現状及び目標設定
（１）現　状
　　　阿波市内の特定建築物の棟数は101棟で、そのうち耐震性があると確認され
　　ている建築物は87棟あり、耐震化率は86.1％となります。

 
（２）目　標
　　　阿波市では、これら特定建築物のうち旧耐震基準のものにおいて、所有者
　　・管理者に対して耐震改修を促し、早急な耐震化を目指します。

　　　また、災害時に重要な機能を果たす３用途の建築物（学校・病院・庁舎）
　　及び公営住宅については、特に重要性が高いものとし、既に100％の耐震化率
　　を達成している学校・庁舎・公営住宅に加え、病院についても、令和10年度
　　末時点における耐震化率を100％とすることを目標に、引き続き取り組んでい
　　きます。
　　　

建物用途 棟　　数
（令和7年度末）

耐震性のある建築物（棟）
耐震化率

（令和7年度末）

学　校 22 22 100.0％

病　院 4 1 25.0％

庁　舎 1 1 100.0％

公営住宅 7 7 100.0％

表３　特定建築物のうち４用途の耐震化の目標

国土交通省　平成18年1月26日施行　改正耐震改修促進法のポイント及び関連制度の概要より

図7　道路を閉塞する恐れのある建築物（表3-4の用途27に該当）
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表４　阿波市内特定建築物の現状

建物用途 規模要件 棟数
耐震性有り 耐震

化率昭和56
年以前

昭和57
年以降

1
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程
若しくは特別支援学校

階数２以上かつ1,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む。）

22 16 6 100.0％

2 上記以外の学校
階数３以上かつ
1,000㎡以上

6 6 0 －

3 体育館（一般公用の用に供されるもの）
階数１以上かつ
1,000㎡以上

3 2 1 100.0％

4 ボ－リング場、スケ－ト場、水泳場その他こ
れらに類する運動施設

階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

5 病院・診療所
階数３以上かつ
1,000㎡以上

4 0 1 25.0％

6 劇場、観覧場、映画館、演芸場
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

7 集会場、公会堂
階数３以上かつ
1,000㎡以上

1 0 0 0.0％

8 展示場
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

9 卸売市場
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

10 百貨店、マ－ケットその他の物品販売業を営
む店舗

階数３以上かつ
1,000㎡以上

1 0 1 100.0％

11 ホテル、旅館
階数３以上かつ
1,000㎡以上

2 0 2 100.0％

12 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿宿、下
宿

階数３以上かつ
1,000㎡以上

10 6 4 100.0％

13 事務所
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

14 老人ホ－ム、老人短期入所施設、身体障がい
者福祉ホ－ムその他これらに類するもの

階数２以上かつ
1,000㎡以上

10 0 10 100.0％

15 老人福祉センタ－、児童厚生施設、身体障が
い者福祉センタ－その他これらに類するもの

階数２以上かつ
1,000㎡以上

1 0 1 100.0％

16 認定こども園
階数２以上かつ

500㎡以上
3 0 3 100.0％

17 博物館、美術館、図書館
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

18 遊技場
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

19 公衆浴場
階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

20 飲食店、キャバレ－、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホ－ルその他これらに類するもの

階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

21 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサ－ビス業を営む店舗

階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

22 工場（危険物の貯蔵又は処理場の用途に供す
る建築物を除く）

階数３以上かつ
1,000㎡以上

5 0 4 80.0％

24 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設

階数３以上かつ
1,000㎡以上

0 0 0 －

25
郵便局、保健所、税務署その他これらに類す
る公益上必要な建築物（不特定多数の者が利
用するものに限る）

階数３以上かつ
1,000㎡以上

2 0 2 100.0％

小　　　計 70 30 35 92.9％

26 法第6条第2号建築物
危険物の貯蔵場又は処理場の供する建築物

政令で定める数量以上
の危険物を貯蔵、処理
する全ての建築物

31 0 22 71.0％

小　　　計 31 0 22 71.0％

合　　　計 101 30 57 86.1％

（令和7年度末現在）
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４　防災上重要な施設における耐震化の現状及び目標設定

　　阿波市では、防災上重要な施設を、以下の6区分で位置付けます。
　　そして、これらの施設の耐震化に取り組んでいきます。

　　1　指揮・情報伝達施設
　　　　⇒地震時に中枢機関として機能する施設

　　2　医療救護施設
　　　　⇒救護物資の供給や診療などが行われる施設

　　3　避難所指定施設
　　　　⇒地震時の避難所として指定されている施設

　　4　災害時要援護者（要配慮者）が利用する施設
　　　　⇒高齢者や乳幼児などの災害時要援護者が利用する施設

　　5　災害応急対策活動を支援する施設
　　　　⇒人材や物資、ライフラインの供給を支援する施設

　　6　多数の市民が利用する施設
　　　　⇒不特定多数の市民が一度に利用することが考えられる施設

（１）現　状
　　　阿波市には、市有の医療救護施設がないため、対象となる項目は5項目とな　　
　　ります。これらの防災上重要な市有施設における旧耐震基準の建築物に対し、　

　　優先的に耐震化に努めてきました。その結果、令和7年度末に耐震化率100％
　　を達成しました。今後は適切な維持管理により、災害時に本来の機能を発揮
　　できるよう努めます。
　　　

　　　
区　　分

施設数

（施設）

棟数

（棟）

耐震性有
り

（棟）

耐震

化率

災害応急対策活動
に必要な施設

①指揮・情報伝達施設 1 1 1 100.0％

②医療救護施設 0 0 0 0.0％

③避難所指定施設 33 33 33 100.0％

④災害時要配慮者が利用する施設 8 8 8 100.0％

⑤災害応急対策活動を支援する施設 3 3 3 100.0％

⑥多数の市民が利用する施設 8 8 8 100.0％

①－⑥の重複処理 -3 -3 -3

合　　計 50 50 50 100.0％

表５　防災上重要な施設の現状
（令和8年度現在）
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第４章　建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

１　概　要
 (１) 耐震診断・耐震改修に関わる基本方針
　　ア　防災効果の高い計画的な耐震化を促進していきます。
　　イ　建築物の所有者及び管理者が、耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境　
　　　の整備や負担軽減のための制度活用などに努めます。

 
 (２) 阿波市が行う施策
      徳島県や各関係団体との連携を図りながら以下のような取り組みを実施し
    ます。
　　ア　計画的な耐震改修等の実施
　　イ　支援制度の活用
　　ウ　耐震化に関する総合的な安全対策
　　エ　意識啓発・知識の普及

 
 (３) 計画的な耐震改修等の実施
　    以下の観点から、防災効果の高い計画的な耐震改修等の実施に努めること
    とします。
　　ア　重点地域の選定
　　イ　優先的に耐震化を図る建築物の選定
　　ウ　地震発生時に通行を確保する道路の選定

 
 (４) 支援制度の活用
　    市民がより耐震診断や耐震改修を行いやすい環境をつくるため、次のよう
    な支援制度に取り組みます。
　　ア　費用の支援の実施
　　 (ア) 木造住宅耐震診断等支援事業
　　 (イ) 木造住宅耐震改修支援事業
　　 (ウ) 耐震シェルタ－設置支援事業
　　（エ）住替え支援事業
　　（オ）老朽危険空き家、空き建築物除却支援事業
　　 (カ) 耐震リフォ－ム減税制度

　　（キ）危険ブロック塀等安全対策支援事業
 
 (５) 耐震化に関する総合的な安全対策
　    構造物等を含めた総合的な耐震化に努めることとし、以下の取り組みを実
    施します。
　　ア　転倒の恐れのあるブロック塀の診断・改修
　　イ　窓ガラスや外装タイルの落下防止対策
　　ウ　大規模空間を有する建築物の天井の崩落防止対策
　　エ　家具等の転倒防止対策の普及・啓発
　　オ　エレベーターの閉じ込め防止対策
　　カ　県産木材等による耐震シェルターや耐震建具の普及の促進
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２　耐震診断・耐震改修に関わる基本方針
 (１) 耐震化率の向上に関し、市内における重点地域、優先的に耐震化を図る建
    築物、地震発生時に通行を確保する道路を選定し、防災効果の高い計画的な
    耐震化を促進していきます。
 (２) 建築物の所有者及び管理者が自らの問題として耐震化に意識的に取り組む 

    ことが不可欠であり、こうした所有者等の取り組みをできるだけ支援する観
    点から、耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための
    制度活用などに努めます。

３　阿波市が行う施策
　　阿波市では、徳島県や各関係団体との連携を図りながら以下の取り組みを実
　施します。

 
 (１) 計画的な耐震改修等の実施
　　ア　重点地域の選定
　　イ　優先的に耐震化を図る建築物の選定

　　ウ　地震発生時に通行を確保する道路の選定

 (２) 支援制度の活用
　　  費用の支援の実施
    ア  木造住宅耐震診断等支援事業
　　イ  木造住宅耐震改修支援事業
　　ウ  耐震シェルタ－設置支援事業
　　エ  住替え支援事業
　　オ  老朽危険空き家、空き建築物除却支援事業
　　カ  危険ブロック塀等安全対策支援事業

　　キ  耐震リフォ－ム減税制度
 
 (３) 耐震化に関する総合的な安全対策
　　ア　転倒の恐れのあるブロック塀の診断・改修
　　イ　窓ガラスや外装タイルの落下防止対策
　　ウ　大規模空間を有する建築物の天井の崩落防止対策
　　エ　家具等の転倒防止対策の普及・啓発
　　オ　エレベーターの閉じ込め防止対策
　　カ　県産木材等による耐震シェルターや耐震建具の普及の促進

 (４) 意識啓発・知識の普及
　　ア　相談窓口の整備
　　イ　市民への情報提供
　　ウ　リフォームにあわせた耐震改修の誘導
　　エ　総合ハザードマップの作成・公表
　　オ　自主防災組織、自治会等との連携
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４　計画的な耐震改修等の実施
 (１) 重点地域の選定
　　ア　老朽化した木造住宅の密集する地域

　　　　阪神・淡路大震災では、老朽化した木造住宅の密集する神戸市長田区な
　　　どにおいて、建築物の倒壊や倒壊に伴う火災によって甚大な被害が発生し
　　　ました。
　　　　そこで、老朽化した木造住宅の密集する地域において重点的に耐震化を
　　　推進していくこととします。
　　イ　緊急輸送道路や避難路の沿道

　　　　人材・物資の輸送や避難に重要である緊急輸送道路や避難路の沿道の建
　　　築物について、重点的に耐震化を推進していくこととします。

 
 (２) 優先的に耐震化を図る建築物の選定
　　ア　特定建築物

　　 　「特定建築物」については、不特定多数の者が利用すること等、倒壊によ
　　　り大きな被害が発生すると予想されることから、官民の所有を問わず、建
　　　築物の早急な耐震化を目指します。

　　イ　防災上重要な市有施設 
　　 (ア)阿波市においては全ての「防災上重要な市有施設」について、耐震化が　　　
　　　完了しています。今後は適切な維持管理により、災害時に本来の機能を発　　
　　　揮できるよう努めます。
 
 (３) 地震発生時に通行を確保する道路の選定
      地震発生時に通行を確保する道路として、徳島県地域防災計画（平成24年
    度版）において定められた「緊急輸送道路」、阿波市地域防災計画（平成26

    年度版）において定められた「避難路(緊急輸送道路)」を指定し、その沿道
　　の道路を閉塞する恐れのある建築物の耐震化の促進を図ります。　
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表６　防災上重要な施設の一覧（1）

地図
番号 建築物名称 用　途 所在地

耐震
適用

指揮・情報伝達施設

❶ 市役所庁舎 市役所 市場町切幡字古田201-1 ○

医療救護施設

－ 該当なし － － －

指定避難所施設

阿波市立一条小学校（体育館） 体育館 吉野町西条字岡ノ川原135 ○

吉野中央ふれあいセンター 隣保館 吉野町西条字宮ノ前27-1 ○

吉野公民館 公民館 吉野町西条字大西27-2 ○

吉野スポーツセンター 体育館 吉野町西条字大西6-1 ○

阿波市立吉野中学校（体育館） 体育館 吉野町西条字大西4-1 ○

阿波市立御所小学校（体育館） 体育館 土成町宮川内字広坪89 ○

阿波市立柿原小学校（体育館） 体育館 吉野町柿原字ヒロナカ256-1 ○

徳島県立阿波高等学校（体育館） 体育館 吉野町柿原字ヒロナカ180 ○

土成地域資源活力工房 物産館 土成町宮川内字平間28-2 ○

阿波市立土成中学校（体育館） 体育館 土成町吉田字一本松の二42 ○

土成コミュニティセンター コミュニティセンター 土成町土成字丸山10 ○

土成小学校（体育館） 体育館 土成町成当1203-1 ○

八幡公民館 公民館 市場町大野島字稲荷112-1 ○

阿波市立八幡小学校（体育館） 体育館 市場町大野島字稲荷138-1 ○

市場武道館 武道館 市場町興崎字北分60-1 ○

阿波市立市場小学校（体育館） 体育館 市場町市場字上野段670 ○

阿波市立市場中学校（体育館） 体育館 市場町市場字上野段6-3 ○

市場コミュニティセンター コミュニティセンタｰ 市場町市場字上野段388 ○

大俣公民館 公民館 市場町上喜来字田中602-3 ○

市場日開谷体育館 体育館 市場町日開谷字野田原25 ○

大俣公民館　大影分館 体育館 市場町大影字境目39-1 ○

阿波市立大俣小学校（体育館） 体育館 市場町上喜来字西原200 ○

徳島県立阿波西高等学校（体育館） 体育館 阿波町下喜来南228-1 ○

阿波市立久勝小学校（体育館） 体育館 阿波町森沢28 ○

阿波久勝公民館 公民館 阿波町庚申原217-1 ○

阿波市立阿波中学校（体育館） 体育館 阿波町東原230-1 ○

阿波農村環境改善センター 集会所 阿波町東原173-1 ○

阿波伊沢公民館 公民館 阿波町南柴生84 ○

阿波市立伊沢小学校（体育館） 体育館 阿波町南柴生172 ○

阿波体育館 体育館 阿波町丸山22 ○

阿波伊沢北分館 公民館 阿波町亀底199-1 ○

阿波市立林小学校（体育館） 体育館 阿波町東整理155-1 ○

阿波林公民館 公民館 阿波町南整理182-1 ○
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表７　防災上重要な施設の一覧（2）

地図
番号 建築物名称 用　途 所在地

耐震
適用

災害時要配慮者が利用する施設

➊ 一条認定こども園 保育所・幼稚園 吉野町西条字岡ノ川原134-1 ○

❷ 吉野地域福祉センタ－ 老人福祉施設 吉野町西条字大西102 ○

❸ 土成中央認定こども園 保育所・幼稚園 土成町吉田字山の神23-1 ○

❹ 八幡認定こども園 保育所・幼稚園 市場町大野島字稲荷179 ○

❺ 市場老人福祉センタ－ 老人福祉施設 市場町興崎字北分60 ○

❻ 大俣認定こども園 保育所・幼稚園 市場町大俣字行峯257-1 ○

❼ 市場高齢者共同生活施設 老人福祉施設 市場町日開谷字野田原25 ○

❽ 伊沢認定こども園 保育所・幼稚園 阿波町南柴生83-1 ○

災害応急対策活動を支援する施設

➊ 一条西地区農業集落排水施設 下水道 吉野町西条字蛇池61 ○

❷ 柿原東地区農業集落排水施設 下水道 吉野町柿原字小笠前52-1 ○

❸ 阿波市学校給食センタ－ 給食センタ－ 市場町切幡字古田117-1 ○

多数の市民が利用する施設

❶ 土成健康センタ－ 公衆浴場 土成町吉田字梨木原1-1 ○

❷ 土成保健センタ－ 保健センタ－ 土成町吉田字寺ノ下1-1 ○

❸ 土成農業者トレ－ニングセンタ－ 体育館 土成町土成字漆畑177-1・177-2 ○

❹ 土成歴史館 資料館 土成町土成字丸山46-1 ○

❺ 阿波図書館 図書館 阿波町東原167-1 ○

吉野スポ－ツセンタ－ 体育館 吉野町西条字大西6-1 ○

阿波農村環境改善センタ－ 集会所 阿波町東原173-1 ○

阿波体育館 体育館 阿波町丸山22 ○
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５　支援制度の活用
（１）費用の支援制度実施

　　　阿波市では、建築物の条件ごとに、国や徳島県と協力して以下の費用支援
　　策を活用します。
　　
　　 表８　阿波市が受けられる耐震化に関する費用の支援制度

（令和8年度現在）

①木造住宅耐震診断支援事業（Ｈ１６～）

耐震診断
補強計画

対象

平成12年5月31日以前に着工した木造住宅

３階建てまで

在来軸組構法、伝統構法、枠組壁工法等

併用住宅、共同住宅、長屋、借家、空き家を含む。

費用 耐震診断：自己負担4,000円

②耐震改修支援事業（Ｈ１８～）

耐震改修

対象

耐震診断で評点が1.0未満と判定されたもの

平成12年5月31日以前に着工した木造住宅

改修後の評点が1.0以上

「徳島県木造住宅耐震改修施工者等」として徳島県に登録した
者が施工

費用
最大210万円（補助率4/5）
※感震ブレーカー設置による上乗せ10万円を含む

その他
徳島県木造住宅耐震ス－パ－バイザ－や耐震専門相談員に住ま
いの耐震化に関する相談可能
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③耐震シェルタ－設置支援事業（Ｈ２８～）

耐震シェ
ルタ－の

設置

対象
平成12年5月31日以前に着工し、現在居住している木造住宅

耐震診断で評点が1.0未満と判定されたもの

費用
最大90万円（補助率4/5）
※感震ブレーカー設置による上乗せ10万円を含む

④住替え支援事業（Ｈ２７～）

除　却
対象

昭和56年5月31日以前に着工し、現在居住している木造住宅

耐震診断で評点が0.7未満と判定されたもの

費用 最大30万円（補助率2/5）



⑤老朽危険空き家、空き建築物除却支援事業（Ｈ２５～）

除　却

対象
倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れのあ
る老朽化した危険な空き家

費用
空き家の除却工事費に対して国、県と市が補助

最大60万円（補助率：2/3）

⑦耐震リフォ－ムの減税制度（Ｈ１８～）

所得税の
特別控除

制度

対象
2028年12月31日までに、評点1.0以上となる耐震改修工事を
行った住居者

控除額
耐震改修の標準的な工事費から補助金を除いた額の10％（上限
250万円）

固定資産
税の減額

措置

対象
2031年3月31日までに、評点1.0以上となる50万円超えの耐震改
修工事を行った住宅

軽減額 家屋の固定資産税を1/2に減額

（２）支援制度の実績
　　　阿波市では、住宅の耐震性を向上させるため、耐震診断、耐震改修、安全
　　・安心なリフォーム等に対する支援を実施してきました。
　　　地震発生時の被害を軽減するためには、減災効果の大きな建築物の耐震化
　　に継続的に取り組んでいく必要があり、阿波市では、耐震改修等に対する工
　　事費補助等を拡充し、今後も住宅の耐震化を促進するものとします。

表８　住宅の耐震化に関する支援事業の実績

事業名
年　度

～R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 合　計

木造住宅耐震診断支援事業 932 24 22 17 17 30 34 1,076

木造住宅耐震改修支援事業 104 3 7 11 6 10 14 155

耐震シェルタ－設置支援 4 0 0 1 1 1 0 7

住替え支援事業 29 9 5 5 3 5 1 57

老朽危険空き家
空き建築物除却支援事業

24 12 11 7 10 9 8 81

危険ブロック塀等安全対策支援事業 25 16 17 16 16 15 13 118
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⑥危険ブロック塀等安全対策支援事業（Ｈ３１～）

ブロック
塀の安全

対策

対象
避難路として指定する路線又は避難所に面しており、安全対策
が必要と判定されたブロック塀

費用
補助対象経費：危険ブロック塀等の撤去及び建替え費

補助率：2/3　上限40万（撤去のみは上限13万3千円）



６　耐震化に関する総合的な安全対策

　　地震の揺れによる被害を減少するためには、構造物を含めた総合的な耐震化
　が必要となります。
　　また、すぐには耐震化されない住宅に対して、住宅の倒壊から命を守る「死
　者ゼロ」に向けた総合的な安全対策も必要となります。
　　阿波市では、建築物の耐震診断・耐震改修と併せて、以下の安全対策を連動　

　させます。

（１）転倒の恐れのあるブロック塀の診断・改修

　　　地震によりブロック塀が倒れると、死傷者が出る恐れがあるばかりでなく、
　　道路が閉塞され、被災者の避難や救助、消火活動に支障が生じる可能性があ
　　ります。

　　　徳島県は徳島県県土強靱化・レジリエンス推進計画に、災害に強いまちづ
　　くりの促進としてブロック塀の対策を位置付けていることから、基準に合わ
　　ないブロック塀等を調査し所有者に対して注意を喚起しています。

　　　阿波市においても、地域防災計画に基づき、以下の対策を実施していきま
　　す。

　　ア　道路沿いのブロック塀所有者又は管理者に対し、転倒防止対策の普及・
　　　啓発を図ります。

　　イ　避難路、避難所周辺のブロック塀については重点的に転倒防止対策の普
　　　及・啓発を図ります。

　　ウ　ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用して啓
　　　発を行っていくとともに、ブロック塀の構造、点検及び補強方法等につい
　　　て知識の普及を図ります。
　　エ　避難路として指定する路線又は避難所に面するブロック塀等撤去及び建
　　　替えの補助事業を行います。避難路として指定する路線は、営繕課備え付
　　　けの阿波市認定路線網図に記載しいる路線又は一般の交通の用に供されて
　　　いる路線のうち、住宅や事業者等から避難所等へ至る経路を含む路線を対
　　　象とします。

　　
　　

※社団法人　全国建築ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工業会

社団法人　全国建築コンクリートブロック工業会
図9　ブロック塀の診断改修手法等
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（２）窓ガラスや外装タイルの落下防止対策
　　　3階以上の建築物の道路に面した部分について、地震時に落下の可能性のあ
　　る窓ガラスや外装タイル等が基準に適合しない場合は、注意を喚起するとと
　　もに、窓への飛散防止フィルムの貼り付け、外壁の改修工事による落下防止
　　対策について、普及啓発を行います。

 
（３）大規模空間を有する建築物の天井の崩落防止対策
　　　平成23年3月の東日本大震災において、大規模空間を有する建築物の天井が
　　脱落した事案が多数生じたことを受け、建築基準法に基づく新しい技術基準
　　が平成26年4月1日に施行されます。そこで、基準に適合しない建築物の所有
　　者・管理者に対し、崩落防止対策を行うよう注意を喚起します。

 
（４）家具等の転倒防止対策の普及・啓発
　　　住宅内での安全性を確保するため、家具類の転倒防止対策や安全な家具の　
　　普及啓発を実施します。

 
（５）エレベーターの閉じ込め防止対策
　　　平成21年9月28日施行の建築基準法施行令等の改正により、新設エレベー　　
　　ターについては、Ｐ波感知型地震時管制運転装置の設置が義務化され、既設　　

　　エレベーターについても改修が求められるようになりました。そこで、重要
　　度・緊急度の高い建築物から、既設エレベーターの改修について注意を喚起
　　します。

　　　また、パンフレット等により、建築物所有者等に日常管理の方法や地震時
　　の対応方法、復旧の手順等の情報を提供します。

 
（６）県産木材による耐震シェルターや耐震建具の普及の促進
　　　県産木材による耐震シェルターや耐震建具を使用した改修工法の普及を行
　　います。
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第５章　建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

１　概　要
（１）相談窓口の整備
　　ア　耐震診断・改修の市民の相談に対応するため、危機管理課に相談窓口を
　　　設け、随時相談を受け付けます。

　　イ　相談窓口では、耐震診断・耐震改修やそれに伴う支援制度の紹介等を行
　　　います。

 
（２）市民への情報提供
　　　市民への情報提供として、以下のような周知活動を実施します。

　　ア　阿波市ホームページやパンフレット等での周知活動 
　　イ　改修の優良事例等を紹介するセミナー・講習会の開催とその周知
　　ウ　イベントへの出展
　　エ　寄り合い防災講座の開催
　　オ　戸別訪問による支援制度の普及啓発や耐震相談の実施

 
（３）総合ハザードマップの作成・公表
　　　市民の意識向上と被害抑制のために、総合ハザードマップを作成し、阿波
　　市ホームページや各市有施設にて公表します。

 
（４）自主防災組織、自治会等との連携に関する事項
　　　自主防災組織や自治会ごとに市民の連携を深め、より地域に根ざした対策
　　が講じられるよう、自主防災組織の結成促進と活動の活性化を指導・支援し
　　ます。
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２　相談窓口の整備

　　阿波市では、耐震診断・改修の市民の相談に対応するため、阿波市企画総務
　部危機管理局危機管理課に耐震相談窓口を設置し、随時相談を受け付け、耐震
  診断・改修やそれに伴う支援制度の紹介等を行います。
　　また、(社)徳島県建築士会及び（一社）徳島県建築士事務所協会において、
　建築士などの建築構造の専門スタッフによる相談会を定期的に開催しています。
　　さらに、耐震診断が義務付けとなる非木造建築物については、（一社）日本
　建築構造技術者協会四国支部において随時相談を受け付けます。

　　　

表９　相談窓口の一覧

耐震診断・耐震改修の窓口一覧

阿波市の担当窓口

阿波市企画総務部
危機管理局危機管理課

0883-36-8703

県の担当窓口

徳島県県土整備部住宅課

建築指導室耐震担当
088-621-2598

耐震リフォ－ム相談所

徳島県建築士会 088-653-7570

建築物耐震相談所

徳島県建築士事務所協会 088-652-5862

耐震診断等に関する窓口

日本建築構造技術者協会

四国支部

ＦＡＸ

088-622-8978
ＭＡＩＬ

　ｙｔｋｏｚｏ＠ｍｂ.

　ｉｎｆｏｅｄｄｙ．ｎｅ.ｊｐ

対象：耐震診断が義務付けとな　
　　　る非木造建築物
申し込み方法：

　　　専用申込用紙による。
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３　市民への情報提供
　　阿波市では、市民の意識向上を目指し、引き続きホームページやパンフレッ　

　トを用いて耐震診断・改修の啓発を行うとともに、次のような周知活動を実施
　します。
　
（１）阿波市ホームページやパンフレット等での周知活動 
（２）改修の優良事例等を紹介するセミナー・講習会の開催とその周知
（３）イベントへの出展
（４）寄り合い防災講座の開催
（５）戸別訪問による支援制度の普及啓発や耐震相談の実施

阿波市HPより　「https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040700377/」
図10　阿波市ホームページ上での情報提供
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４　防災マップ（総合ハザ－ドマップ）の作成・公表
　　阿波市では、市民の意識向上と、被害の抑制のために、防災マップ（総合ハ
ザードマップ）を作成し、阿波市ホームページで公表するとともに、各市有施設
にて掲示するなど、市民に広く普及していくことに努めます。

５　自主防災組織、自治会等との連携

　　阿波市及び徳島県から発信される耐震化の啓発に加え、自主防災組織や自治
　会ごとに市民の連携を深め、建築物の耐震化を含めた防災意識の向上や防災情
　報の共有を行うことで、より地域に根ざした対策が講じられることが重要です。
　　そこで阿波市では、自主防災組織の結成促進と活動の活性化を指導・支援し　
　ます。

図11　防災マップ（総合ハザードマップ）
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第６章　建築基準法による勧告または命令等について

１　概　要
　　所管行政庁は、旧耐震基準により建築された耐震性が不十分である特定建築
　物等の所有者・管理者に対し、耐震改修促進法及び建築基準法に基づく指導等
　を実施しています。
　[1] 耐震改修促進法による指導・助言、指示、公表等の実施
　[2] 建築基準法による勧告又は命令等の実施

 
　　※所管行政庁とは、建築基準法に基づく建築主事を置く地方公共団体のこと。

　　（徳島県では、徳島県と徳島市）

２　徳島県による建築物の所有者・管理者への指導等の実施
　　所管行政庁は、旧耐震基準により建築された耐震性が不十分である特定建築
　物等の所有者・管理者に対し、耐震改修促進法及び建築基準法に基づく指導等
　を実施しています。

表10　徳島県による指導等の概要と法令根拠

区分 概　要 根拠法令

　建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐
震改修の必要性を説明し、速やかな耐震診
断の実施を促し、耐震化を図るよう指導・
助言を行います。

耐震改修促進法

・第12条第1項

（附則第3条第3項で準
用する場合を含む。）
・第15条第1項
・第16条第2項

・第27条第1項

　相当の猶予期間を超えても、正当な理由
なしに必要な耐震診断や耐震改修が行われ
ない場合、建築物の所有者に対し、速やか
に耐震診断を実施し、耐震化を図るよう指
示します。

・第12条第2項

（附則第3条第3項で準
用する場合を含む。）
・第15条第2項

・第27条第2項

　相当の猶予期間を超えても、正当な理由
なしに指示に従わなかった場合、建築物の
所有者の名称を公表します。

・第12条第3項

（附則第3条第3項で準
用する場合を含む。）
・第15条第3項

・第27条第3項

　建築物の所有者の名称を公表したにもか
かわらず、正当な理由なしに指示に従わな
かった場合、そのまま放置すれば著しく保
安上危険となるおそれが認められる場合、
建築物の所有者に対し、相当の猶予期間を
つけ、耐震化を図るために必要な措置を講
ずるよう勧告します。

建築基準法

・第10条第1項

　相当の猶予期間を超えても、正当な理
由なしに勧告に係る措置を講じなかった
場合、建築物の所有者に対し、相当の猶
予期間を付け、勧告に係る措置を講ずる
よう命令します。ただし、明らかに著し
く保安上危険であると認められる場合、
指示・勧告を行うことなしに、速やかに
命令します。

・第10条第2項

・第10条第3項

指　導
・

助　言

指　示

公　表

勧　告

命　令
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第７章　その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に必要な事項

１　概　要
（１）特定建築物の現状把握と対策
　　　特定建築物の現状を把握し、その所有者等に対し、耐震診断及び耐震改修
　　の実施を啓発していきます。

 
（２）関係団体による協議会の設置、協議会の事業の概要
　　　「徳島県住宅・建築物耐震化促進協議会」への参加をはじめ、各関係団体　
　　との連携を深め、引き続き積極的な建築物の耐震化を推進していきます。
　　ア　徳島県住宅・建築物耐震化促進協議会

 
（３）地震保険への加入促進

２　特定建築物の現状把握と対策
　　耐震改修促進法で定める特定建築物のうち、緊急輸送道路・避難路に接する　

　ものについて、安全性に係る事項の現状把握に努めるとともに、その所有者に
　対して耐震診断・耐震改修の実施を啓発していきます。

３　関係団体による協議会の設置、協議会の事業の概要

（１）徳島県住宅・建築物耐震化促進協議会
　　　徳島県では「徳島県住宅・建築物耐震化促進協議会」を設置しています。
　　阿波市においても同協議会に参加し、徳島県、各市町村、徳島県建築士会及
　　び徳島県建築士事務所協会をはじめとした関係団体との連携を深め、積極的
　　に建築物の耐震化を推進していきます。
　　　協議会の具体的な事業は以下の通りです。
　　ア　耐震化促進に関する施策の調整等に関すること
　　イ　耐震化促進に関する普及・啓発に関すること
　　ウ　耐震化促進に係る県、市町村の相互支援の体制整備に関すること
　　エ　建築物耐震技術者の養成に関すること
　　オ　防災、衛生、教育等関連部局との連絡及び調整に関すること
　　カ　情報収集等に関すること
　　キ　その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること
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４　地震保険への加入促進

　　住民にとって、地震災害時の家屋が倒壊することによる経済的な負担は大き
　く、市民各自が地震保険に加入することは、各々財産を守ること、地震に対す
　る意識の向上を図るうえでも重要です。
　　本市では、あらゆる機会を通して、地震保険の意義や割引制度の紹介を行う
　ことで加入を促進し、ひいては防災意識の向上に努めます。

図13　都道府県別地震保険の加入状況（平成17年度）
出典：損害保険料率算定機構
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